
農業委員 農地利用最適化推進委員

1 選出方法 公募及び推薦 ： 議会の同意を得て市長が任命 公募及び推薦 ： 農業委員会が委嘱

2 応募資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の

農業委員会の所掌に属する事項に関して、その業務を適切に行うことができる

者。

農地等の利用の最適化に熱意と識見を有する方で、その業務を適切

に行うことができる者。

3 定 数 １２名 １３名予定

4 報 酬 月額 46,000円 月額 40,000円

5 任 期 令和８年10月1日から令和11年9月30日まで 委嘱の日から農業委員の任期満了まで

主  な

業務内容

⑴農業委員会 総会（毎月）における農地の権利移動や転用に係る許可等の審議及

び決定並びにこれらに関連する現地調査等（議決権あり）
⑴必要に応じて農業委員会 総会における報告等（議決権なし）

 ⑵ 農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生

防止・解消など）の推進

⑵ 農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、遊

解消など）の推進

⑶ 農業者等からの相談対応及び農業者への助言指導 ⑶ 農業者等からの相談対応

⑷ 農地利用最適化推進委員及び農地中間管理機構との連携・協働について ⑷ 農業委員及び農地中間管理機構との連携・協働について

⑸ その他の農業委員会の所掌に属する事項について

7 注意事項
法令により、認定農業者等が農業委員の一定割合を占めること、農業委員会の所

掌に属する事項に関し利害関係を有しない者（中立委員）を１人以上含めること

各推進委員が担当する地区を定める。

（ 名護・屋部区域／羽地・屋我地区域／久志区域 ）

共通事項

農業委員及び農地利用最適化推進委員

・委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮すること。  ・公募及び推薦に関する情報を整理し、公表すること。

※農業委員と推進委員は、同時に両方の候補者となることができる。また、推進委員は、複数の担当地区において候補者となることもできる。

  ただし、農業委員と推進委員を兼ねること。また、複数の地区を担当することはできない。
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